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　ジェンダー差別の根絶と女性のエンパワーメントは、今日の世界が直面している最重要課題のひとつである。女性が健康
に過ごし、十分な教育を受け、人生で与えられる機会を自由に選ぶことができるならば、子どもたちは健やかに育ち、国々
は繁栄し、女性と子どもに二重の恩恵がもたらされる。

　「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」が採択
されてから27年。その間、女性の前進のために多くのことが成し遂げられた。しかし、
ミレニアム開発目標の達成に必要な水準にははるかに達していない。ジェンダーの平等
が達成されない限り、持続可能な開発はありえない。人類の半数を占める人々を差別し
続けながら目標を達成することは、不可能なのである。

　研究に次ぐ研究が明らかにしているように、女性のエンパワーメントほど有効な開発
手段はない。経済的生産性を向上させ、子どもや妊産婦の死亡率を削減するにあたって、
これほど効果の期待できる政策はない。栄養状態の改善、またHIV/エイズの予防を含む
健康増進の面で、これ以上確実な政策もない。次世代の教育機会を向上させる上で、こ
れほど強力な政策もない。逆に言えば、女性に対する差別は、その女性の年齢が何歳で
あれ、世界の子どもたち――その半数を占める女子だけでなく、男子も含む全員――か
ら、持って生まれた可能性を最大限に発揮する機会を奪うことになるのである。これは、
ユニセフの使命の核心――すべての子どもの権利の保護――に関わる問題である。

　国連事務総長を務めた10年間、私は、子どもの命、ニーズ、権利にもっと着目するよう世界に訴えるユニセフのために力
添えできたことを誇りに思う。ユニセフが過去10年間に取り組んできた諸問題の中で、女性の権利の問題ほどユニセフの使
命の中核に近いものはない。

 コフィ・アナン
 国連事務総長

国連事務総長からのメッセージ
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  vii

まえがき

　『世界子供白書2007』は世界中の女性の生活をテーマとしている。その理由はいたって簡単で、ジェンダー
の平等と子どもの福祉は密接に結びついているからである。女性がエンパワーメントを果たし、その才能を
十分に開花させて生産的な生活を送れるようになれば、子どもも健やかに育つ。ユニセフのこれまでの経験
が示すように、その逆もまた真である。すなわち、女性が社会の中で平等の機会を奪われると、子どもたち
も被害を受ける。

　ミレニアム開発目標３――ジェンダーの平
等の推進と女性の地位向上（エンパワーメン
ト）――に向かって各国が努力すれば、そこ
から、女性と子ども双方の生活向上という二
重の恩恵がもたらされるはずである。このよ
うな各国の努力はまた、そのほかのすべての
目標の達成にも寄与することになろう。すな
わち、貧困と飢餓の削減に始まり、子どもの
生命の保護、妊産婦の健康改善、普遍的初等
教育の実現、HIV/エイズ、マラリア、その他
の疾病の蔓延防止、環境の持続可能性の確保、
開発のための新しく革新的なパートナーシッ
プの推進に至る諸目標である。

　ジェンダーの平等を実現するという国際社会の決意にも関わらず、差別、ディスエンパワーメント（力を
奪われ、または発揮できない状態に置かれること）、貧困のために、世界中の何百万人もの女性や女子が困
難な生活を余儀なくされている。本白書では、いまなお残る多くの課題が明らかにされている。女性と女子は、
人口比に照らしてはるかに大きな規模でエイズの影響を受けている。児童婚を強要される女子も多く、15歳
になる前に結婚させられる女子もいる。多くの国々では、妊産婦死亡率が依然として弁解の余地がないほど
高い。また、ほとんどの場所で、女性は男性と同じ仕事をしながら男性より少ない報酬しか得ていない。さ
らには、世界中で何百万人もの女性と女子が身体的・性的暴力に苦しみ、公正な裁判や保護もほとんど受け
られない状態に置かれている。

　宣言、条約、目標だけでは十分ではない。言葉の領域から具体的行動の領域へと、断固とした決意で踏み
出す必要がある。この白書でも明らかになるように、教育を受け、政治に参加し、経済的に自立し、ジェンダー
にもとづく暴力や差別から守られる平等な機会を女性と女子が得られるようになれば、その日こそ、ジェン
ダーの平等の誓いが実現し、子どもにふさわしい世界を創るというユニセフの使命が果たされる日となるの
である。

 
 アン・M・ベネマン
 ユニセフ事務局長
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